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Ａ．研究目的 

歯科保健医療を取り巻く状況の変化やデジ

タル技術の著しい進歩普及により歯科技工も

急速に変化している。一方で、歯科技工士法

の規制により診療室（チェアサイド）や居宅

等において歯科技工士が実施可能な業務に制

約があることなどを背景とし、歯科技工士の

労働環境・職場環境の改善とともに、患者と

接することによる医療従事者としての自覚を

促す意識改革が急務とされている。 

本 WG の研究目的は、歯科技工士が診療

室チェアサイドおよび訪問歯科診療先で実施

可能な業務内容や、今後、歯科技工士に求め

られる業務内容について整理し、歯科技工士

の業務内容に関する議論の基礎資料を得るこ

とにある。 

Ｂ．研究方法 

 歯科技工士が実施可能な業務内容や今後求

められる業務内容を明らかにするため、歯科

技工士や歯科医師に対して質問票調査を実施

した。 

 

 1. 調査対象 

歯科技工士については、日本歯科技工士会

の会員の中から無作為に抽出した 6,000 名と

日本歯科技工所協会の会員 78 名の合計

6,078 名を調査対象とした。 

歯科医師については、日本歯科医師会の会

員の中から無作為に抽出した 1,036 名、日本

補綴歯科学会の専門医 1,164 名、日本老年歯

科医学会の専門医および会員の中から無作為

に抽出した 1,000 名の合計 3,200 名を調査対

象とした。 

Ⅰ．業務拡大検討ＷＧ 

研究要旨 

歯科技工士が診療室チェアサイドおよび訪問歯科診療先で実施可能な業務内容や、今

後、歯科技工士に求められる業務内容を明らかにするため、歯科技工士や歯科医師に

対して質問票調査を実施した。その結果、歯科技工士が診療の一部に携わることに歯

科技工士、歯科医師ともに肯定的であったが、該当する診療行為の内容は、歯科技工

士と歯科医師で異なっていた。また、歯科技工士法や診療報酬上の制約や教育などの

課題も示されたが、歯科技工業務を拡大すると仮定した場合の、候補となる診療行為

もいくつか明らかとなった。  
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2. 調査研究方法 

 無記名の質問票を新たに作成し、アンケー

ト形式による往復郵送調査法とした。 

 

 3. 調査項目（内容） 

  1) 歯科技工士への質問票 

 ・所在地、年齢、性別 

 ・就業形態、規模 

・専門歯科技工士の取得 

・診療への立ち合い（帯同）経験 

・診療の一部に携わることへの考え 

・行いたい行為 

・立ち会うことに関する課題 

（資料 1-1：質問票(歯科技工士用)参照） 

 

  2) 歯科医師への質問票 

 ・所在地、年齢、性別 

 ・就業形態、規模 

・専門医、認定医の取得 

・歯科技工士の立ち合い（帯同）経験 

・歯科技工士が診療の一部に携わることへ

の考え 

・歯科技工士に行ってほしい行為 

・歯科技工士が立ち会うことに関する課題 

（資料 1-2：質問票(歯科医師用)参照） 

 

 4. 発送数と分析方法 

 発送数は、歯科技工士 6,078 通、歯科医師

3,200 通、合計 9,278 通とした。 

歯科技工士、歯科医師から得られた各質問

票の回答を、調査項目別に単純集計した。さ

らに、その集計から得られたいくつかの結果

に関してクロス集計した。 

 

 5. 調査実施期間 

 令和 2 年 9 月、調査対象に質問票を送付し

た。回答締切は 9 月 30 日とした。 

（倫理面への配慮） 

 本調査は、明海大学倫理委員会の承認（承

認番号 A2013 号）を経て実施した。 

 

Ｃ．研究結果 

 回収した質問票のうち有効回答数は、歯科

技工士 1,899 通、歯科医師 1,427 通、合計

3,326 通であった。有効回答率は、歯科技工

士 31.2%、歯科医師 44.6%、全体 35.8%であ

った。 

 

[1] 歯科技工士への質問票調査 

[1-1]回答者について 

1. 就業地域 

 調査対象の就業地域と割合を図 1-1 に示す。

全国各地から回答が集まった。 

 

 

図 1-1 調査対象の就業地域 

 

 2. 年齢 

 50 代と 60 代からの回答が多く、これら 2

つのカテゴリーで 6 割以上を占めた（図 1-

2）。 

 

 

図 1-2 調査対象の年齢 
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3. 性別 

 男性からの回答が約 9 割を占めた（図 1-

3）。 

 

図 1-3 調査対象の性別 

 

 4. 就業形態 

 歯科技工所管理者が半数を超えていた（図

1-4）。 

 

図 1-4 調査対象の就業形態 

 

5. 在籍歯科技工士数 

 就業している歯科技工所に在籍する歯科技

工士数は、「1 人」の回答が多かった（図 1-

5）。 

 

 

図 1-5 就業先に在籍している歯科技工士数 

 

 6. 開業年数 

 開業年数は、「21～30 年」と「30 年以上」

が多く、これら 2 つのカテゴリーで 6 割以上

を占めた（図 1-6）。 

 

図 1-6 開業年数 

 

 7. 専門歯科技工士の取得 

 学会が認定する専門歯科技工士を取得して

いる歯科技工士は約 2 割であり（図 1-7）、

日本歯科技工学会の専門歯科技工士が多かっ

た（図 1-8）。 

 

図 1-7 専門歯科技工士の取得（割合） 

 

 



10 

図 1-8 専門歯科技工士の取得（内訳） 

[1-2]診療室のチェアサイドにおける歯科技

工士の行為について 

1. 診療に立ち会った経験 

 現在の就業形態に就くまでに診療に立ち会

った経験のある歯科技工士は、約 82%であ

った（図 1-9）。 

 

 

図 1-9 診療に立ち会った経験 

 

 2. 診療に立ち会うことについての現況 

 現在、診療に立ち会うことがある歯科技工

士は、約 57%であった（図 1-10）。 

 

 

図 1-10 診療に立ち会うことについての現況 

 

 3. 診療に立ち会う時の診療内容 

 診療に立ち会うのはどのような時か尋ねた

ところ、最も多かったのが「歯冠修復時のシ

ェードテイキング」で 78.8%、次に「補綴装

置の装着時」で 52.3%、さらに「有床義歯製

作時の口腔内観察」が 49.2%であった（図 1-

11）。 

 

 

図 1-11 診療に立ち会う時の診療内容 

 

4. 歯科技工士がチェアサイドで診療の一部

に携わることについての考え 

 「賛成」と「どちらかというと賛成」を合

わせた肯定的意見は、約 87%であった（図

1-12）。 

 

 

図 1-12 歯科技工士がチェアサイドで診療の

一部に携わることについての考え 

 

5. 歯科医師の指示のもとで行いたいと考え

る行為 

 「シェードテイキング」73.7%、「人工歯

選択（全部床義歯）」50.9%、「人工歯選択

（部分床義歯）」45.6%、「ろう義歯試適（全

部床義歯）」45.2%、「ろう義歯試適（部分床

義歯）」42.1%、「口腔内写真の撮影」

41.9%、「歯冠修復物の研磨」41.1%などが上

位を占めた（図 1-13）。 
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図 1-13 歯科医師の指示のもとで行いたいと

考える行為 

 

 6. 必要な教育・研修を受ければ、歯科医師

の指示のもとで行いたいと考える行為 

 「シェードテイキング」51.6%、「ろう義

歯試適（全部床義歯）」46.7%、「咬合採得

（全部床義歯）」45.3%、「ろう義歯試適（部

分床義歯）」44.2%、「咬合採得（歯冠修

復）」43.9%、「完成時の調整（全部床義

歯）」42.5%、「咬合採得（部分床義歯）」

41.9%、「完成時の調整（部分床義歯）」

41.6%、「人工歯選択（全部床義歯）」40.6%

などが上位を占めた（図 1-14）。 

 

 

図 1-14 必要な教育・研修を受ければ、歯科

医師の指示のもとで行いたいと考える行為 

 

 7. 診療室のチェアサイドにおいて歯科技工

士が立ち会うことに関する課題 

課題（複数回答可）として最も多かったの

が「診療報酬上の評価がない」で 79.0%、次

に「歯科技工士法で業務範囲が決められてい

る」で 77.5%、さらに「必要な教育を受けて

いない」66.0%、「チェアサイドでの時間を

確保できない」60.6%が続いた（図 1-15）。 

 

 

図 1-15 診療室のチェアサイドにおいて歯科

技工士が立ち会うことに関する課題 

 

 8. 最も大きな課題 

 診療室のチェアサイドにおいて歯科技工士

が立ち会うことに関する課題のうち、最も大

きな課題と考えるものは、「歯科技工士法で

業務範囲が決められている」31.0%、次に
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「診療報酬上の評価がない」30.8%であった

（図 1-16）。 

 

 

図 1-16 最も大きな課題 

 

[1-3]訪問歯科診療先における歯科技工士の

行為について 

1. 訪問歯科診療に帯同した経験 

 訪問歯科診療に帯同した経験のある歯科技

工士は、約 17%であった（図 1-17）。 

 

 

図 1-17 訪問歯科診療に帯同した経験 

 

 2. 帯同の頻度 

 訪問歯科診療への帯同の頻度で最も多かっ

たのは「半年に 1 回程度」であった（図 1-

18）。 

 

図 1-18 帯同の頻度 

 3. 帯同する時の診療内容 

 帯同する時にどのようなことを行っている

か尋ねたところ、「有床義歯製作・修理時に

立ち合う」が最も多かった（図 1-19）。 

 

 

図 1-19 帯同する時の診療内容 

 

4. 歯科技工士が訪問診療先に帯同して診療

の一部に携わることについての考え 

 「賛成」と「どちらかというと賛成」を合

わせた肯定的意見は、約 70%であった（図

1-20）。 

 

 

図 1-20 歯科技工士が訪問診療先に帯同して

診療の一部に携わることについての考え 

 

5. 歯科医師の指示のもとで行いたいと考え

る行為 

 「シェードテイキング」43.2%、「チェア

サイド・訪問診療先での修理（全部床義

歯）」38.5%、「人工歯選択（全部床義歯）」

37.7%、「チェアサイド・訪問診療先での修

理（部分床義歯）」37.4%、「ろう義歯試適

（全部床義歯）」36.7%、「人工歯選択（部分
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床義歯）」35.1%、「ろう義歯試適（部分床義

歯）」33.6%などが上位を占めた（図 1-21）。 

 

 

図 1-21 歯科医師の指示のもとで行いたいと

考える行為 

 

6. 必要な教育・研修を受ければ、歯科医師

の指示のもとで行いたいと考える行為 

 「ろう義歯試適（全部床義歯）」39.8%、

「シェードテイキング」38.7%、「ろう義歯

試適（部分床義歯）」37.4%、「チェアサイ

ド・訪問診療先での修理（全部床義歯）」

37.2%、「咬合採得（全部床義歯）」37.0%、

「完成時の調整（全部床義歯）」36.7%、「チ

ェアサイド・訪問診療先での修理（部分床義

歯）」36.1%、「完成時の調整（部分床義

歯）」35.7%、「人工歯選択（全部床義歯）」

35.3%などが上位を占めた（図 1-22）。 

 

 

図 1-22 必要な教育・研修を受ければ、歯科

医師の指示のもとで行いたいと考える行為 

 

 7. 訪問歯科診療先で歯科技工士が立ち会う

ことに関する課題 

課題（複数回答可）として最も多かったの

が「診療報酬上の評価がない」で 76.7%、次

に「歯科技工士法で業務範囲が決められてい

る」で 73.2%、さらに「必要な教育を受けて

いない」69.1%、「訪問歯科診療先での時間

を確保できない」64.3%が続いた（図 1-

23）。 

 

 

図 1-23 訪問歯科診療先で歯科技工士が立ち

会うことに関する課題 

 

8. 最も大きな課題 

 訪問歯科診療先で歯科技工士が立ち会うこ

とに関する課題のうち、最も大きな課題と考
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えるものは、「診療報酬上の評価がない」

29.9%、次に「歯科技工士法で業務範囲が決

められている」23.6%であった（図 1-24）。 

 

 

図 1-24 最も大きな課題 

 

[2]歯科医師への質問票調査 

[2-1]回答者について 

1. 就業地域 

 調査対象の就業地域と割合を図 2-1 に示す。

全国各地から回答が集まった。 

 

図 2-1 調査対象の就業地域 

 

 2. 年齢 

 50 代と 60 代からの回答が多く、これら 2

つのカテゴリーで 6 割以上を占めた（図 2-

2）。 

 

図 2-2 調査対象の年齢 

3. 性別 

 男性からの回答が約 9 割を占めた（図 2-

3）。 

 

 

図 2-3 調査対象の性別 

 

 4. 就業形態 

 歯科診療所管理者が 6 割を超えていた（図

2-4）。 

 

 

図 3-4 調査対象の就業形態 

 

5. 歯科技工士の在籍 

歯科技工士が在籍している歯科医療機関

は、22.5%であった（図 2-5）。 

 

 

図 2-5 歯科医療機関への歯科技工士の在籍 
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 6. 開業年数 

 開業年数は、「21～30 年」と「30 年以上」

が多く、これら 2 つのカテゴリーで約 5 割を

占めた（図 2-6）。 

 

 

図 2-6 開業年数 

 

 7. 専門医、認定医の取得 

 学会が認定する専門医や認定医を取得して

いる歯科医師は約 2/3 であり（図 2-7）、日本

補綴歯科学会の専門医、認定医が多かった

（図 2-8）。 

 

 

図 2-7 専門医、認定医の取得（割合） 

 

 

図 2-8 専門医、認定医の取得（内訳） 

[2-2]診療室のチェアサイドにおける歯科技

工士の行為について 

1. 診療に立ち会った経験 

 現在の就業形態に就くまでに歯科技工士が

診療に立ち会った経験のある歯科医師は、約

84%であった（図 2-9）。 

 

 

図 2-9 歯科技工士が診療に立ち会った経験 

 

 2. 診療に立ち会うことについての現況 

 現在、歯科技工士が診療に立ち会うことが

ある歯科医師は、約 5 割であった（図 2-

10）。 

 

図 2-10 歯科技工士が診療に立ち会うことに

ついての現況 

 

 3. 診療に立ち会う時の診療内容 

 歯科技工士が診療に立ち会うのはどのよう

な時か尋ねたところ、最も多かったのが「歯

冠修復時のシェードテイキング」で 89.9%、

次に「有床義歯製作時の口腔内観察」で

37.9%、さらに「ろう義歯の試適時」が

35.5%であった（図 2-11）。 
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図 2-11 歯科技工士が診療に立ち会う時の診

療内容 

 

4. 歯科技工士がチェアサイドで診療の一部

に携わることについての考え 

 「賛成」と「どちらかというと賛成」を合

わせた肯定的意見は、約 92%であった（図

2-12）。 

 

 

図 2-12 歯科技工士がチェアサイドで診療の

一部に携わることについての考え 

 

5. 歯科医師の指示のもとで行ってほしいと

考える行為 

 「シェードテイキング」91.2%、「人工歯

選択（全部床義歯）」70.3%、「人工歯選択

（部分床義歯）」66.9%、「歯冠修復物の研

磨」65.5%、「チェアサイド・訪問診療先で

の修理（全部床義歯）」60.3%、「チェアサイ

ド・訪問診療先での修理（部分床義歯）」

57.4%、「口腔内写真の撮影」53.6%などが上

位を占めた（図 2-13）。 

 

 

図 2-13 歯科医師の指示のもとで行ってほし

いと考える行為 

 

 6. 必要な教育・研修を受ければ、歯科医師

の指示のもとで行ってもよいと考える行為 

 「シェードテイキング」78.2%、「人工歯

選択（全部床義歯）」70.0%、「人工歯選択

（部分床義歯）」67.3%、「チェアサイド・訪

問診療先での修理（全部床義歯）」66.6%、

「歯冠修復物の研磨」64.8%、「チェアサイ

ド・訪問診療先での修理（部分床義歯）」

64.1%、「口腔内写真の撮影」62.0%、「ろう

義歯試適（全部床義歯）」52.1%、「ろう義歯

試適（部分床義歯）」50.6%、「義歯を口腔内

から取り外す」45.6%、「光学印象」44.8%、

「暫間被覆冠の口腔内調整」43.8%、「歯冠

修復物の試適」40.7%などが上位を占めた

（図 2-14）。 
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図 2-14 必要な教育・研修を受ければ、歯科

医師の指示のもとで行ってもよいと考える行

為 

 

 7. 診療室のチェアサイドにおいて歯科技工

士が立ち会うことに関する課題 

課題（複数回答可）として最も多かったの

が「診療報酬上の評価がない」で 72.0%、次

に「歯科技工士法で業務範囲が決められてい

る」で 71.9%、さらに「必要な教育を受けて

いない」54.9%、「チェアサイドでの時間を

確保できない」29.8%が続いた（図 2-15）。 

 

 

図 2-15 診療室のチェアサイドにおいて歯科

技工士が立ち会うことに関する課題 

 

 8. 最も大きな課題 

 診療室のチェアサイドにおいて歯科技工士

が立ち会うことに関する課題のうち、最も大

きな課題と考えるものは、「歯科技工士法で

業務範囲が決められている」39.8%、次に

「診療報酬上の評価がない」24.5%であった

（図 2-16）。 

 

 

図 2-16 最も大きな課題 

 

[2-3]訪問歯科診療先における歯科技工士の

行為について 

1. 訪問歯科診療の実施 

 訪問歯科診療を行っている歯科医師は、約

半数であった（図 2-17）。 

 

図 2-17 訪問歯科診療の実施 

 

 2. 訪問歯科診療の頻度 

 訪問歯科診療の頻度で最も多かったのは

「週に 1 回程度」であった（図 2-18）。 

 

 

図 2-18 訪問歯科診療の頻度 
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 3. 歯科技工士の帯同 

 訪問歯科診療に歯科技工士が帯同している

のは 3%であった（図 2-19）。 

 

 

図 2-19 歯科技工士の帯同 

 

 4. 帯同する時の診療内容 

 帯同する時にどのようなことを行っている

か尋ねたところ、「有床義歯製作・修理時に

立ち合う」が最も多かった（図 2-20）。 

 

 

図 2-20 帯同する時の診療内容 

 

5. 歯科技工士が訪問診療先に帯同して診療

の一部に携わることについての考え 

 「賛成」と「どちらかというと賛成」を合

わせた肯定的意見は、約 78%であった（図

2-21）。 

 

 

図 2-21 歯科技工士が訪問診療先に帯同して

診療の一部に携わることについての考え 

 

6. 歯科医師の指示のもとで行ってほしいと

考える行為 

 「シェードテイキング」66.9%、「チェア

サイド・訪問診療先での修理（全部床義

歯）」62.7%、「チェアサイド・訪問診療先で

の修理（部分床義歯）」61.4%、「人工歯選択

（全部床義歯）」60.3%、「人工歯選択（部分

床義歯）」58.0%、「歯冠修復物の研磨」

52.3%、「口腔内写真の撮影」47.2%などが上

位を占めた（図 2-22）。 

 

 

図 2-22 歯科医師の指示のもとで行ってほし

いと考える行為 
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7. 必要な教育・研修を受ければ、歯科医師

の指示のもとで行ってもよいと考える行為 

 「チェアサイド・訪問診療先での修理（全

部床義歯）」65.1%、「チェアサイド・訪問診

療先での修理（部分床義歯）」64.5%、「シェ

ードテイキング」63.8%、「人工歯選択（全

部床義歯）」60.5%、「人工歯選択（部分床義

歯）」58.4%、「歯冠修復物の研磨」54.2%、

「口腔内写真の撮影」51.2%、「ろう義歯試

適（全部床義歯）」45.3%、「ろう義歯試適

（部分床義歯）」43.6%、「義歯を口腔内から

取り外す」41.1%などが上位を占めた（図 2-

23）。 

 

 

図 2-23 必要な教育・研修を受ければ、歯科

医師の指示のもとで行ってもよいと考える行

為 

 

 8. 訪問歯科診療先で歯科技工士が立ち会う

ことに関する課題 

課題（複数回答可）として最も多かったの

が「歯科技工士法で業務範囲が決められてい

る」で 70.6%、次に「診療報酬上の評価がな

い」で 69.7%、さらに「必要な教育を受けて

いない」60.7%、「訪問歯科診療先での時間

を確保できない」34.4%が続いた（図 2-

24）。 

 

 

図 2-24 訪問歯科診療先で歯科技工士が立ち

会うことに関する課題 

 

9. 最も大きな課題 

 訪問歯科診療先で歯科技工士が立ち会うこ

とに関する課題のうち、最も大きな課題と考

えるものは、「歯科技工士法で業務範囲が決

められている」34.7%、次に「診療報酬上の

評価がない」21.2%であった（図 2-25）。 

 

 

図 2-25 最も大きな課題 

 

[3]歯科技工士からの回答と歯科医師からの

回答の比較 

[3-1]診療室のチェアサイドにおける歯科技

工士の行為について 

1. 歯科技工士がチェアサイドで診療の一部

に携わることについての考えについて 

 『「歯科技工士がチェアサイドで診療の一

部に携わること」について、どのように考え

ますか』の問いに対して、「賛成」と「どち

らかというと賛成」を合わせた肯定的意見

は、歯科技工士で 87.1%、歯科医師で 92.2%

と高い割合を示した（図 1-12、2-12）。ま
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た、年齢層別にみると、歯科技工士ではどの

年代も 85%以上が肯定的意見であり、歯科

医師では若い層ほど肯定的意見が多かった

（図 3-1、3-2）。就業形態別にみると、歯科

技工士、歯科医師ともに、就業形態による差

は認められなかった（図 3-3、3-4）。また、

歯科医療機関への歯科技工士の在籍の有無に

関わらず肯定的意見が多かった（図 3-5）。

さらに、専門医や認定医、専門歯科技工士の

取得の有無に関わらず肯定的意見が多かった

（図 3-6、3-7）。歯科技工士、歯科医師とも

に、開業年数が長い人でも 85％以上が肯定

的意見であった（図 3-8、3-9）。 

 

 

図 1-12 歯科技工士がチェアサイドで診療の

一部に携わることについての考え（歯科技工

士からの回答） 

 

 

図 2-12 歯科技工士がチェアサイドで診療の

一部に携わることについての考え（歯科医師

からの回答） 

 

 

図 3-1 歯科技工士がチェアサイドで診療の

一部に携わることについての考え（年齢層

別：歯科技工士からの回答） 

 

 

図 3-2 歯科技工士がチェアサイドで診療の

一部に携わることについての考え（年齢層

別：歯科医師からの回答） 

 

 

図 3-3 歯科技工士がチェアサイドで診療の

一部に携わることについての考え（就業形態

別：歯科技工士からの回答） 
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図 3-4 歯科技工士がチェアサイドで診療の

一部に携わることについての考え（就業形態

別：歯科医師からの回答） 

 

 

図 3-5 歯科技工士がチェアサイドで診療の

一部に携わることについての考え（歯科医療

機関への歯科技工士の在籍の有無：歯科医師

からの回答） 

 

 

図 3-6 歯科技工士がチェアサイドで診療の

一部に携わることについての考え（専門歯科

技工士の取得の有無：歯科技工士からの回

答） 

 

 

図 3-7 歯科技工士がチェアサイドで診療の

一部に携わることについての考え（専門医や

認定医の取得の有無：歯科医師からの回答） 

 

 

図 3-8 歯科技工士がチェアサイドで診療の

一部に携わることについての考え（開業年

数：歯科技工士からの回答） 

 

 

図 3-9 歯科技工士がチェアサイドで診療の

一部に携わることについての考え（開業年

数：歯科医師からの回答） 

 

 以上のことから、「歯科技工士がチェアサ

イドで診療の一部に携わること」について、

歯科技工士、歯科医師ともに肯定的であっ

た。 

 

 2. 歯科医師の指示のもとで歯科技工士が行

いたい（行ってほしい）と考える行為につい

て 

 歯科技工士が「行いたい」と考える行為を

図 1-13 に、歯科医師が「行ってほしい」と

考える行為を図 2-13 にそれぞれ示す。ま

た、これら 2 つのグラフを重ね合わせたもの
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を図 3-10 に示す。さらに、回答の多い順に

行為を並べたものを図 3-11 に示す。 

 これらのことから、歯科技工士と歯科医師

の間には「行いたい」「行ってほしい」行為

が異なり、ギャップがあった。 

 

 

図 1-13 歯科医師の指示のもとで行いたいと

考える行為（歯科技工士からの回答） 

 

 

図 2-13 歯科医師の指示のもとで行ってほし

いと考える行為（歯科医師からの回答） 

 

 

図 3-10 歯科医師の指示のもとで行いたい

（行ってほしい）と考える行為（青：歯科医

師からの回答、オレンジ：歯科技工士からの

回答） 

 

 

図 3-11 歯科医師の指示のもとで行いたい
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（行ってほしい）と考える行為（ランキン

グ） 

 

 3. 必要な教育・研修を受ければ、歯科医師

の指示のもとで歯科技工士が行いたい（行っ

てもよい）と考える行為について 

 歯科技工士が「行いたい」と考える行為を

図 1-14 に、歯科医師が「行ってもよい」と

考える行為を図 2-14 にそれぞれ示す。ま

た、回答の多い順に行為を並べたものを図

3-12 に示す。 

 これらのことから、歯科技工士と歯科医師

では、行いたい（行ってもよい）と考える行

為が異なっていた。 

 さらに、歯科技工士からの回答「歯科医師

の指示のもとで歯科技工士が行いたいと考え

る行為」と「必要な教育・研修を受ければ、

歯科医師の指示のもとで歯科技工士が行いた

いと考える行為」を重ね合わせたものを図

3-13 に示す。歯科医師からの回答「歯科医

師の指示のもとで歯科技工士が行ってもよい

と考える行為」と「必要な教育・研修を受け

れば、歯科医師の指示のもとで歯科技工士が

行ってもよいと考える行為」を重ね合わせた

ものを図 3-14 に示す。必要な教育・研修を

受けることを条件とした場合、歯科医師では

行ってほしい行為の伸び率が大きくなるが、

歯科技工士ではさほど大きくなかった。 

 

 

図 1-14 必要な教育・研修を受ければ、歯科

医師の指示のもとで行いたいと考える行為

（歯科技工士からの回答） 

 

 

図 2-14 必要な教育・研修を受ければ、歯科

医師の指示のもとで行ってもよいと考える行

為（歯科医師からの回答） 
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図 3-12 必要な教育・研修を受ければ、歯科

医師の指示のもとで行いたい（行ってもよ

い）と考える行為（ランキング） 

 

 

図 3-13 「歯科医師の指示のもとで歯科技工

士が行いたいと考える行為」（青）と「必要

な教育・研修を受ければ、歯科医師の指示の

もとで歯科技工士が行いたいと考える行為」

（オレンジ）の比較（歯科技工士からの回

答） 

 

 

図 3-14 「歯科医師の指示のもとで歯科技工

士が行ってもよいと考える行為」（青）と

「必要な教育・研修を受ければ、歯科医師の

指示のもとで歯科技工士が行ってもよいと考

える行為」（オレンジ）の比較（歯科医師か

らの回答） 

 

 4. 診療室のチェアサイドにおいて歯科技工

士が立ち会うことに関する課題について 

診療室のチェアサイドにおいて歯科技工士

が立ち会うことに関する課題のうち、最も大

きな課題と考えるものを図 1-16 と図 2-16 に

示す。歯科技工士、歯科医師ともに「歯科技

工士法で業務範囲が決められている」が最も

多く、歯科技工士では「診療報酬上の評価が

ない」も多かった。 

さらに、歯科技工士がチェアサイドで診療

の一部に携わることについての考え（賛否）

と最も大きな課題をみたところ、反対意見の

歯科技工士では、「診療報酬の評価がない」

ことを最も大きな課題としており、反対意見

の歯科医師では、「歯科技工士法で業務範囲

が決められている」を最も大きな課題として

いた（図 3-15、3-16）。 
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図 1-16 最も大きな課題（歯科技工士からの

回答） 

 

 

図 2-16 最も大きな課題（歯科医師からの回

答） 

 

 

図 3-15 歯科技工士がチェアサイドで診療の

一部に携わることについての考え（賛否）と

最も大きな課題（歯科技工士からの回答） 

 

 

図 3-16 歯科技工士がチェアサイドで診療の

一部に携わることについての考え（賛否）と

最も大きな課題（歯科医師からの回答） 

 

 

 

 

[3-2]訪問歯科診療先における歯科技工士の

行為について 

 1. 歯科技工士が訪問診療先に帯同して診療

の一部に携わることについての考えについて 

 『「歯科技工士が訪問診療先に帯同して診

療の一部に携わること」について、どのよう

に考えますか』の問いに対して、「賛成」と

「どちらかというと賛成」を合わせた肯定的

意見は、歯科技工士で 70.5%、歯科医師で

78.4%と高い割合を示した（図 1-20、2-

21）。また、年齢層別にみると、歯科技工

士、歯科医師ともに若い層ほど肯定的意見が

やや多い傾向がみられた（図 3-17、3-18）。

就業形態別にみると、歯科技工士において就

業形態による差があった（図 3-19、3-20）。

また、歯科医療機関への歯科技工士の在籍の

有無に関わらず肯定的意見が多かった（図

3-21）。さらに、専門医や認定医、専門歯科

技工士の取得の有無に関わらず肯定的意見が

多かった（図 3-22、3-23）。歯科技工士、歯

科医師ともに、開業年数が短い人ほど肯定的

意見がやや多い傾向であった（図 3-24、3-

25）。 

 

 

図 1-20 歯科技工士が訪問診療先に帯同して

診療の一部に携わることについての考え（歯

科技工士からの回答） 
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図 2-21 歯科技工士が訪問診療先に帯同して

診療の一部に携わることについての考え（歯

科医師からの回答） 

 

 

図 3-17 歯科技工士が訪問診療先に帯同して

診療の一部に携わることについての考え（年

齢層別：歯科技工士からの回答） 

 

 

図 3-18 歯科技工士が訪問診療先に帯同して

診療の一部に携わることについての考え（年

齢層別：歯科医師からの回答） 

 

 

図 3-19 歯科技工士が訪問診療先に帯同して

診療の一部に携わることについての考え（就

業形態別：歯科技工士からの回答） 

 

 

図 3-20 歯科技工士が訪問診療先に帯同して

診療の一部に携わることについての考え（就

業形態別：歯科医師からの回答） 

 

 

図 3-21 歯科技工士が訪問診療先に帯同して

診療の一部に携わることについての考え（歯

科医療機関への歯科技工士の在籍の有無：歯

科医師からの回答） 
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図 3-22 歯科技工士が訪問診療先に帯同して

診療の一部に携わることについての考え（専

門歯科技工士の取得の有無：歯科技工士から

の回答） 

 

 

図 3-23 歯科技工士が訪問診療先に帯同して

診療の一部に携わることについての考え（専

門医や認定医の取得の有無：歯科医師からの

回答） 

 

 

図 3-24 歯科技工士が訪問診療先に帯同して

診療の一部に携わることについての考え（開

業年数：歯科技工士からの回答） 

 

 

図 3-25 歯科技工士が訪問診療先に帯同して

診療の一部に携わることについての考え（開

業年数：歯科医師からの回答） 

 

 2. 歯科医師の指示のもとで歯科技工士が行

いたい（行ってほしい）と考える行為につい

て 

 歯科技工士が「行いたい」と考える行為を

図 1-21 に、歯科医師が「行ってほしい」と

考える行為を図 2-22 にそれぞれ示す。ま

た、これら 2 つのグラフを重ね合わせたもの

を図 3-26 に示す。さらに、回答の多い順に

行為を並べたものを図 3-27 に示す。 

 これらのことから、歯科技工士と歯科医師

の間には「行いたい」「行ってほしい」行為

が異なり、ギャップがあった。 

 

 

図 1-21 歯科医師の指示のもとで行いたいと

考える行為（歯科技工士からの回答） 
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図 2-22 歯科医師の指示のもとで行ってほし

いと考える行為（歯科医師からの回答） 

 

 

図 3-26 歯科医師の指示のもとで行いたい

（行ってほしい）と考える行為（青：歯科医

師からの回答、オレンジ：歯科技工士からの

回答） 

 

 

図 3-27 歯科医師の指示のもとで行いたい

（行ってほしい）と考える行為（ランキン

グ） 



29 

 

3. 必要な教育・研修を受ければ、歯科医師

の指示のもとで歯科技工士が行いたい（行っ

てもよい）と考える行為について 

 歯科技工士が「行いたい」と考える行為を

図 1-22 に、歯科医師が「行ってもよい」と

考える行為を図 2-23 にそれぞれ示す。ま

た、回答の多い順に行為を並べたものを図

3-28 に示す。 

 これらのことから、歯科技工士と歯科医師

では、行いたい（行ってもよい）と考える行

為が異なっていた。 

 さらに、歯科技工士からの回答「歯科医師

の指示のもとで歯科技工士が行いたいと考え

る行為」と「必要な教育・研修を受ければ、

歯科医師の指示のもとで歯科技工士が行いた

いと考える行為」を重ね合わせたものを図

3-29 に示す。歯科医師からの回答「歯科医

師の指示のもとで歯科技工士が行ってもよい

と考える行為」と「必要な教育・研修を受け

れば、歯科医師の指示のもとで歯科技工士が

行ってもよいと考える行為」を重ね合わせた

ものを図 3-30 に示す。必要な教育・研修を

受けることを条件とした場合、歯科医師では

行ってほしい行為の伸び率が大きくなるが、

歯科技工士ではさほど大きくなかった。 

 

 

図 1-22 必要な教育・研修を受ければ、歯科

医師の指示のもとで行いたいと考える行為

（歯科技工士からの回答） 

 

 

図 2-23 必要な教育・研修を受ければ、歯科

医師の指示のもとで行ってもよいと考える行

為（歯科医師からの回答） 
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図 3-28 必要な教育・研修を受ければ、歯科

医師の指示のもとで行いたい（行ってもよ

い）と考える行為（ランキング） 

 

 

図 3-29 「歯科医師の指示のもとで歯科技工

士が行いたいと考える行為」（青）と「必要

な教育・研修を受ければ、歯科医師の指示の

もとで歯科技工士が行いたいと考える行為」

（オレンジ）の比較（歯科技工士からの回

答） 

 

 

図 3-30 「歯科医師の指示のもとで歯科技工

士が行ってもよいと考える行為」（青）と

「必要な教育・研修を受ければ、歯科医師の

指示のもとで歯科技工士が行ってもよいと考

える行為」（オレンジ）の比較（歯科医師か

らの回答） 

 

4. 訪問歯科診療先で歯科技工士が立ち会う

ことに関する課題について 

訪問歯科診療先で歯科技工士が立ち会うこ

とに関する課題のうち、最も大きな課題と考

えるものを図 1-24 と図 2-25 に示す。歯科技

工士では「診療報酬上の評価がない」が最も

多く、歯科医師では「歯科技工士法で業務範

囲が決められている」が最も多かった。 

さらに、歯科技工士が訪問診療先に帯同し

て診療の一部に携わることについての考え

（賛否）と最も大きな課題をみたところ、反

対意見の歯科技工士では、「診療報酬の評価

がない」ことを最も大きな課題としており、

反対意見の歯科医師では、「歯科技工士法で

業務範囲が決められている」を最も大きな課

題としていた（図 3-31、3-32）。 
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図 1-24 最も大きな課題（歯科技工士からの

回答） 

 

 

図 2-25 最も大きな課題（歯科医師からの回

答） 

 

 

図 3-31 歯科技工士が訪問診療先に帯同して

診療の一部に携わることについての考え（賛

否）と最も大きな課題（歯科技工士からの回

答） 

 

 

図 3-32 歯科技工士が訪問診療先に帯同して

診療の一部に携わることについての考え（賛

否）と最も大きな課題（歯科医師からの回

答） 

 

D．考察 

１．研究方法について 

１）調査対象について 

 本 WG の研究目的が、歯科技工士が診

療室チェアサイドおよび訪問歯科診療先で実

施可能な業務内容や、今後、歯科技工士に求

められる業務内容について整理することか

ら、歯科技工士および歯科医師を対象とし

た。歯科技工士に関しては、日本歯科技工士

会の会員の中から無作為に抽出するととも

に、日本歯科技工所協会の会員を加えること

とした。歯科技工士のグループからのデータ

抽出であり、本研究の遂行上適切な選択と考

えられる。 

歯科医師に関しては日本歯科医師会の会員

を対象とした。そして、歯科技工業務と密接

な関係にある補綴歯科と訪問歯科に関連する

学術団体の代表として、公益社団法人日本補

綴歯科学会と日本老年歯科医学会の会員を選

択した。歯科技工士、歯科医師のいずれにお

いても、就業地域はほぼ全国に分布してお

り、また、歯科医師においては専門医資格の

有り無しの群間で有意差が認められなかった

ことから、本研究を遂行する上で、調査対象

としては適切な選択だったと考えられる。 

 ２）アンケート調査のサンプル数について 

歯科技工士については、日本歯科技工士会

の会員の中から無作為に抽出した 6,000 名と

日本歯科技工所協会の会員 78 の合計 6,078

名を調査対象とした。 

歯科医師については、日本歯科医師会の会

員の中から無作為に抽出した 1,036 名、日本

補綴歯科学会の専門医 1,164 名、日本老年歯

科医学会の専門医および会員の中から無作為

に抽出した 1,000 名の合計 3,200 名を調査対

象とした。回収した質問票のうち有効回答数

は、歯科技工士 1,899 通、歯科医師 1,427

通、合計 3,326 通で、有効回答率は、歯科技

工士 31.2%、歯科医師 44.6%、全体 35.8%で

あった。歯科技工士、歯科医師のいずれにお
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いても、有効回答数はサンプル数の一般的な

目標値である 400 の 3～4 倍以上となってお

り、信頼性に関しては問題ないと考えられ

る。 

２．研究結果について 

 本研究結果から、以下のことが推察され

る。 

●診療時に歯科技工士の立ち会い経験のある

歯科医師は 80％以上（図 2-9）だが、現況で

は約 50％（図 2-10）と激減することから、

歯科技工士の診療への立ち会いは日常的な業

務になっているとはいいがたい。 

●歯科技工士が診療の一部に携わることに歯

科技工士、歯科医師ともに肯定的であること

から、歯科技工士の業務内容拡大に向けて協

議を開始することに関しては、問題がないと

考えられる。 

●歯科医師の指示のもとで行いたい（行って

ほしい）診療行為は、必要な教育・研修の履

修の有無にかかわらず、歯科医師と歯科技工

士で異なっていた。両者が異なっていた原因

としては、歯科医師は歯科技工士の立ち会い

にやや積極的な傾向があるが、歯科技工士は

やや消極的な傾向があることは否めないと考

えられる。歯科技工士がやや消極的な理由と

しては、現状で歯科技工業務に対する診療報

酬上の評価が低いことがあるが、歯科技工士

法の法的制約が大きいと考えられる（図 1-

16）。 

●歯科技工業務を拡大すると仮定して、歯科

医師側の回答から候補となる診療行為は、賛

成の割合が高かった順に、「シェードテイキ

ング」、「人工歯選択」、「義歯修理」、「歯冠修

復物の研磨」、「口腔内写真の撮影」「ろう義

歯試適」、「義歯を口腔内から取り外す」、「光

学印象」、「暫間被覆冠の口腔内調整」、「歯冠

修復物の試適」などが挙げられる。これらの

診療行為のいくつかを歯科技工士が行うとな

った場合、今後、歯科技工士が履修すべき教

育目標について議論していくことが重要とな

ってくる。 

●歯科技工士がチェアサイドで業務に関わる

ことにより、歯科医師と歯科技工士のより密

接な連携が可能となり、よりよい歯科補綴物

等の作成による歯科医療の質の向上や、歯科

医療機関における歯科技工士の雇用拡大、歯

科技工士の地位向上にもつながると考えられ

る。歯科技工士がチェアサイドで患者と接す

ることにより、製作した歯科技工物が患者の

顎口腔領域における機能と形態の維持、改

善、回復に貢献したことを実感することは、

歯科技工士の医療職としての職業意識を形

成、向上させる上で極めて有効と考えられ

る。 

E．結論 

歯科技工士が実施可能な業務内容や今後求

められる業務内容を明らかにするため、歯科

技工士や歯科医師に対して質問票調査を実施

した。その結果、以下の結論を得た。 

１．歯科技工士が診療の一部に携わることに

歯科技工士、歯科医師ともに肯定的であっ

た。 

２．歯科医師の指示のもとで行いたい（行っ

てほしい）行為は、歯科技工士と歯科医師で

異なっていた。 

３．必要な教育・研修を受ければ、歯科医師

の指示のもとで行いたい（行ってもよい）行

為も、歯科技工士と歯科医師で異なってい

た。 

４．歯科技工士が立ち会うことに関する課題

としては、「歯科技工士法で業務範囲が決め

られている」、「診療報酬上の評価がない」、

「必要な教育を受けていない」が挙げられ

た。 

 以上、歯科技工業務を拡大する上での課題

も示されたが、歯科技工業務を拡大すると仮

定した場合の、候補となる診療行為がいくつ

か明らかとなった。 
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資料 1-1：質問票（歯科技工士用） 

 



34 

 



35 

 



36 

資料 1-2：質問票（歯科医師用）
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